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(57)【要約】
【課題】搬送中か搬送中でないかによって、動作を異な
らせる機能を有する生体情報計測装置およびその制御方
法の提供。
【解決手段】患者の生体情報の計測動作と、計測した生
体情報の表示動作の少なくとも一方について、生体情報
計測装置が搬送中と判定される場合と、搬送中でないと
判定される場合とで異ならせる。搬送中か否かは、自動
的に判定してもよいし、ユーザが指定してもよい。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　患者の生体情報を計測する計測手段と、
　前記計測した生体情報をリアルタイムに表示する表示手段と、
　前記計測手段と前記表示手段の動作を制御する制御手段と、を有する可搬型の生体情報
計測装置であって、
　前記制御手段は、前記計測手段および前記表示手段の少なくとも一方の動作を、前記生
体情報計測装置が搬送中であると判定される場合と、搬送中であると判定されない場合と
で異ならせることを特徴とする生体情報計測装置。
【請求項２】
　前記制御手段は、前記生体情報計測装置が搬送中であることを指定する入力に応じて、
前記計測手段および前記表示手段の少なくとも一方の動作を、前記生体情報計測装置が搬
送中であると判定されない場合と異ならせることを特徴とする請求項１に記載の生体情報
計測装置。
【請求項３】
　前記生体情報計測装置が搬送中であるか否かを判定する判定手段をさらに有し、
　前記制御手段は、前記生体情報計測装置が搬送中であると前記判定手段が判定したこと
に応じて、前記計測手段および前記表示手段の少なくとも一方の動作を、前記生体情報計
測装置が搬送中であると判定されない場合と異ならせることを特徴とする請求項１に記載
の生体情報計測装置。
【請求項４】
　前記判定手段は、少なくとも前記生体情報計測装置が電池駆動されていることに基づい
て、前記生体情報計測装置が搬送中であると判定することを特徴とする請求項３に記載の
生体情報計測装置。
【請求項５】
　加速度センサをさらに有し、
　前記判定手段は、前記加速度センサの出力が予め定めた条件を満たす場合に前記生体情
報計測装置が搬送中であると判定することを特徴とする請求項３または請求項４に記載の
生体情報計測装置。
【請求項６】
　前記判定手段は、前記計測手段が計測した生体情報が予め定めた条件を満たす場合に、
前記生体情報計測装置が搬送中であると判定することを特徴とする請求項３から請求項５
のいずれか１項に記載の生体情報計測装置。
【請求項７】
　前記判定手段は、前記計測手段が計測した生体情報とは異なる信号が予め定めた条件を
満たす場合に、前記生体情報計測装置が搬送中であると判定することを特徴とする請求項
３から請求項６のいずれか１項に記載の生体情報計測装置。
【請求項８】
　前記判定手段は、外部装置が前記生体情報計測装置に接続されていない場合に、前記生
体情報計測装置が搬送中であると判定することを特徴とする請求項３から請求項７のいず
れか１項に記載の生体情報計測装置。
【請求項９】
　前記制御手段は、前記生体情報計測装置が搬送中であると判定される場合には、搬送中
であると判定されない場合よりも、特定の生体情報に関する表示の視認性が向上するよう
に前記表示手段を制御することを特徴とする請求項１から請求項８のいずれか１項に記載
の生体情報計測装置。
【請求項１０】
　前記制御手段は、前記生体情報計測装置が搬送中であると判定される場合には、搬送中
であると判定されない場合よりも、表示輝度を高くするように前記表示手段を制御するこ
とを特徴とする請求項１から請求項８のいずれか１項に記載の生体情報計測装置。
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【請求項１１】
　前記制御手段は、前記生体情報計測装置が搬送中であると判定される場合には、搬送中
であると判定されない場合と、特定の生体情報を表示する大きさまたは色の少なくとも１
つが異なるように前記表示手段を制御することを特徴とする請求項９または請求項１０に
記載の生体情報計測装置。
【請求項１２】
　前記制御手段は、前記生体情報計測装置が搬送中であると判定される場合には、搬送中
であると判定されない場合よりも、表示する前記生体情報の項目を削減するように前記表
示手段を制御することを特徴とする請求項９から請求項１１のいずれか１項に記載の生体
情報計測装置。
【請求項１３】
　前記生体情報には心電図信号が含まれ、
　前記制御手段は、前記生体情報計測装置が搬送中であると判定される場合には、搬送中
であると判定されない場合よりも、前記心電図信号に適用するフィルタのカットオフ周波
数を高くするように前記計測手段を制御することを特徴とする請求項１から請求項１２の
いずれか１項に記載の生体情報計測装置。
【請求項１４】
　前記計測手段は、前記生体情報の１つとして、カフを用いて血圧を計測し、
　前記制御手段は、前記生体情報計測装置が搬送中であると判定される場合には、前記生
体情報計測装置が搬送中であると判定されない場合よりも、前記カフの減圧速度を遅くす
るように前記計測手段を制御することを特徴とする請求項１から請求項１３のいずれか１
項に記載の生体情報計測装置。
【請求項１５】
　患者の生体情報を計測する計測手段と、
　前記計測した生体情報をリアルタイムに表示する表示手段と、
　前記計測手段と前記表示手段の動作を制御する制御手段と、を有する可搬型の生体情報
計測装置であって、
　前記生体情報計測装置が搬送されている状態を想定した搬送中モードと、前記生体情報
計測装置が搬送されていない状態を想定した非搬送中モードとを、動作モードとして有し
、
　前記制御手段は、前記計測手段および前記表示手段の少なくとも一方の動作を、前記搬
送中モードと前記非搬送中モードとで異ならせることを特徴とする生体情報計測装置。
【請求項１６】
　患者の生体情報を計測する計測手段と、
　前記計測した生体情報をリアルタイムに表示する表示手段とを有する可搬型の生体情報
計測装置の制御方法であって、
　前記計測手段および前記表示手段の少なくとも一方の動作を、前記生体情報計測装置が
搬送中であると判定される場合と、搬送中であると判定されない場合とで異ならせる制御
工程を有することを特徴とする生体情報計測装置の制御方法。
【請求項１７】
　患者の生体情報を計測する計測手段と、
　前記計測した生体情報をリアルタイムに表示する表示手段と、を有する可搬型の生体情
報計測装置の制御方法であって、
　前記生体情報計測装置は、前記生体情報計測装置が搬送されている状態を想定した搬送
中モードと、前記生体情報計測装置が搬送されていない状態を想定した非搬送中モードと
を、動作モードとして有し、
　前記計測手段および前記表示手段の少なくとも一方の動作を、前記搬送中モードと前記
非搬送中モードとで異ならせる制御工程を有することを特徴とする生体情報計測装置の制
御方法。
【請求項１８】
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　患者の生体情報を計測する計測手段と、前記計測した生体情報をリアルタイムに表示す
る表示手段とを有する可搬型の生体情報計測装置が有する１つ以上のプロセッサに、請求
項１６または請求項１７に記載の生体情報計測装置の制御方法を実行させるためのプログ
ラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は生体情報計測装置およびその制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　生体情報モニタやテレメータのような生体情報計測装置は、心電図、呼吸数、心拍数、
血圧、体温、動脈血酸素飽和度（ＳｐＯ２）など、いわゆるバイタルサインの連続的な計
測を行い、計測結果をリアルタイムに送信したり表示したりする装置である。生体情報計
測装置には据え置き型のものと可搬型のものがあり、用途に応じていずれかが用いられる
が、可搬型のものには据え置き型としても使用可能なものや、据え置き型のものの入力モ
ジュールとして利用可能な構成を有するものもある（特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１４－１３２９３１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　可搬型の生体情報計測装置は小型化のために据え置き型と比較して表示画面が小さい。
そのため、据え置き型と同様の表示を行う場合、表示画面の大きさに合わせて縮小される
ことになり、生体信号波形や計測値の視認性、判読性は据え置き型より悪くなる。しかし
ながら、従来の可搬型の生体情報計測装置は、ベッドサイドで据え置き型として用いられ
ている状態から、計測対象の患者と共に搬送されながら用いられる状態になっても、表示
形態は変化しない。
【０００５】
　患者の搬送中は振動や環境の明るさの変化などによってベッドサイドで用いる場合より
も画面の判読性が低下することがあるため、計測中の生体信号のうち、特に重要な項目の
判読性を向上させる表示形態に変更できれば有用であろう。しかしながら、従来の可搬型
の生体情報計測装置では、搬送中か搬送中でないかによって、動作を異ならせる機能を有
していなかった。
【０００６】
　本発明はこのような従来技術の課題に鑑みてなされたものであり、搬送中か搬送中でな
いかによって、動作を異ならせる機能を有する生体情報計測装置およびその制御方法の提
供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上述の目的は、患者の生体情報を計測する計測手段と、計測した生体情報をリアルタイ
ムに表示する表示手段と、計測手段と表示手段の動作を制御する制御手段と、を有する可
搬型の生体情報計測装置であって、制御手段は、計測手段および表示手段の少なくとも一
方の動作を、生体情報計測装置が搬送中であると判定される場合と、搬送中でないと判定
される場合とで異ならせることを特徴とする生体情報計測装置によって達成される。
【発明の効果】
【０００８】
　このような構成により、本発明によれば、搬送中か搬送中でないかによって、動作を異
ならせる機能を有する生体情報計測装置およびその制御方法を提供できる。



(5) JP 2017-77344 A 2017.4.27

10

20

30

40

50

【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の実施形態に係る生体情報計測装置の一例としての生体情報モニタの機能
構成例を示すブロック図である。
【図２】実施形態に係る生体情報モニタとドッキングステーションの外観例を示す斜視図
である。
【図３】実施形態に係る生体情報モニタの計測時の動作を説明するためのフローチャート
である。
【図４】実施形態に係る生体情報モニタの画面表示例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、図面を参照して、本発明をその例示的な実施形態に基づいて詳細に説明する。以
下では、本発明を可搬型の生体情報計測装置の一例としての可搬型生体情報モニタに適用
した実施形態について説明する。なお、ここでいう「可搬型」とは、電池駆動が可能であ
り、生体情報を計測しながら患者とともに移動させることが可能であることを意味する。
【００１１】
　図１は、本発明の実施形態に係る可搬型生体情報モニタ１００と、可搬型生体情報モニ
タ１００を据え置き型のモニタ装置として用いるためのドッキングステーション（ベース
部）２００の機能構成例を示すブロック図である。また、図２は、本実施形態の可搬型生
体情報モニタ１００（以下、単に生体情報モニタという）とドッキングステーション２０
０の外観例を示す斜視図である。
【００１２】
　後述するように、本実施形態の生体情報モニタ１００は、動作モードとして、搬送中モ
ードと非搬送中モードとを有し、搬送中モードと非搬送中モードとで装置の動作を異なら
せる。非搬送中モードは、生体情報モニタ１００をベッドサイドで据え置き型の生体情報
モニタとして用いる場合のように、生体情報モニタ１００が静止した状態（安定した環境
）で使用されることを想定した動作モードである。一方、搬送中モードは、生体情報モニ
タ１００が患者と共に搬送されている場合のように、生体情報モニタ１００が移動してい
る状態（安定しない環境）で使用されることを想定した動作モードである。搬送中モード
と非搬送中モードとは自動的に、あるいはユーザの指示に応じて切り替えが可能である。
【００１３】
　生体情報モニタ１００は、各種のセンサや計測モジュールを接続可能な入力部１１０を
有し、センサから逐次得られる生体信号を表示したり、異常を検出したりすることにより
、患者の状態を常時監視するための装置である。生体情報モニタ１００は通常、重症患者
など、バイタルサインを監視する必要がある患者に用いられるため、心電図、呼吸数、心
拍数、血圧、体温、動脈血酸素飽和度（ＳｐＯ２）など、複数の生体情報を計測する機能
を有する。
【００１４】
　入力部１１０は、各種のセンサや計測モジュールを機械的および電気的に接続するコネ
クタやインターフェースを備える。本実施形態では例示として以下のセンサおよび計測モ
ジュールが接続されているものとする。なお、入力部１１０に接続される計測モジュール
によっては、双方向の通信が可能である。
【００１５】
　心電電極１１１は患者の四肢および／または胸部表面の所定部位に装着される複数の電
極からなり、装着部位に応じた誘導波形を検出する。心電電極１１１の数や種類は計測す
る誘導波形の数や種類により異なる。また、心電電極間に高周波の微弱な電流を通電して
胸郭のインピーダンスを計測し、その変化から胸郭の動きを検出するインピーダンス方式
により呼吸数を算出することができる。血圧トランスデューサ１１２は患者の血管内に挿
入されたカテーテルの端部に取り付けられ、血圧を電気信号に変換する。
【００１６】
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　脈波・ＳｐＯ２センサ１１３はいわゆるパルスオキシメータであり、動脈血酸素飽和度
（ＳｐＯ２）及び指尖容積脈波を光学的に検出して入力する。酸素と結びついているかど
うかによってヘモグロビンの光の吸収度が異なること、また光の波長によっても吸収度が
異なることを利用し、一般には赤色光と赤外光の２波長を用いて動脈血酸素飽和度を計測
する。また、透過光又は反射光のＡＣ成分が血液量に応じて変化することから、このＡＣ
成分を光学指尖容積脈波（ＰＴＧ:photoplethysmograph）として検出する。
【００１７】
　体温センサ１１４は例えば患者に装着されたサーミスタ温度センサであり、温度に応じ
た抵抗値を示す。心拍出量センサ１１５は患者の血管内に留置したサーミスタ温度センサ
であり、血液温度を計測する。血液温度の時間変化から熱希釈曲線を求め、注入液温度と
Stewart-Hamilton の公式を応用した式から心拍出量（ＣＯ）を得ることができる。また
、心拍出量と血圧値とから、血管抵抗（ＳＶＲ）を求めることができる。なお、心拍出量
はインピーダンス法によって非侵襲的に求めてもよい。呼吸ガスセンサ１１６は呼気中の
炭酸ガス（ＣＯ２）濃度を計測する。なお、図１に示した、入力部１１０に接続されるセ
ンサおよびモジュールは単なる例示であって、他のものが含まれていてもよいし、図示し
たもののいくつかがなくてもよい。
【００１８】
　非観血血圧計１１７はカフ、ポンプ、排気弁、圧力センサなどを有する。圧力センサの
信号を取得することにより、オシロメトリック法によって非観血的に血圧を計測すること
ができる。非観血血圧は連続的に計測できないため、予め定めた一定周期ごとに計測を実
施する。非観血血圧計１１７の動作（ポンプおよび排気弁の動作）は入力部１１０を通じ
て制御部１４０が制御する。本実施形態では、非観血血圧計１１７の動作、より具体的に
は排気速度が、搬送中モードと非搬送中モードとで異なる。
【００１９】
　前処理部１２０は、入力部１１０に入力した生体信号に対し、Ａ／Ｄ変換処理や電源ノ
イズ除去フィルタ、帯域除去フィルタ（ＬＰＦ、ＨＰＦなど）の適用など、信号に応じて
予め定められた前処理を実行し、バッファメモリ１３０に保存する。本実施形態では、前
処理部１２０が心電図信号に適用する低域カットフィルタのカットオフ周波数が、搬送中
モードと非搬送中モードとで異なる。前処理部１２０はＤＳＰやＡＳＩＣなどのハードウ
ェアで構成してもよいし、制御部１４０によって少なくとも一部の機能をソフトウェアで
実現してもよい。バッファメモリ１３０は信号の一時的な記憶や、制御部１４０のワーク
エリアやビデオメモリとして用いる。
【００２０】
　制御部１４０は例えば中央処理装置（ＣＰＵ）などのプログラマブルプロセッサとＲＡ
Ｍ、ＲＯＭを有し、ＲＯＭに記憶されたプログラムをＲＡＭにロードしてＣＰＵで実行す
ることにより、生体情報モニタ１００の動作を制御して全体的な機能を実現する。なお、
ＲＯＭの少なくとも一部は書き換え可能であってよい。
【００２１】
　外部インターフェース（Ｉ／Ｆ）１５０は、ドッキングステーション２００との通信イ
ンターフェースであり、装置の筐体に設けられたコネクタで直接、あるいはケーブルを介
してドッキングステーション２００の外部インターフェース２２０と接続される。ドッキ
ングステーション２００が接続されているか否か、ドッキングステーション２００から電
源が供給されているか否かは、制御部１４０によって検出可能である。
【００２２】
　アラームインジケータ１６０は制御部１４０により、機器の動作、生体信号の波形や数
値などが予め定められた条件（アラーム設定）に規定された条件を満たすと判定された際
に、例えば光や音によって警報を出力して報知するための１つ以上の出力デバイスである
。アラームインジケータ１６０は、代表的には発光素子やスピーカであってよい。警報は
重要度（レベル）によりレベル分けし、重要度に応じた警報を出力することができる。な
お、警報はアラームインジケータ１６０だけでなく、タッチディスプレイ１７０に対する
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メッセージ表示などと組み合わせることもできる。制御部１４０は、例えば操作部１８０
に対する所定の操作が検出されると警報の出力を停止する。
【００２３】
　タッチディスプレイ１７０は、タッチパネルの機能を有する表示装置である。制御部１
４０は予め定められたレイアウトにより、例えば心電波形、心拍数、体温、血圧値、呼吸
数、呼吸波形、といった重要な生体情報をリアルタイムでタッチディスプレイ１７０に表
示させる。また、制御部１４０は、操作部１８０の指示に応答して、タッチディスプレイ
１７０に表示する内容および／またはレイアウトを変更する。本実施形態では、タッチデ
ィスプレイ１７０の表示する内容またはレイアウト、表示輝度の少なくとも１つが、搬送
中モードと非搬送中モードとで異なる。
【００２４】
　操作部１８０は電源スイッチをはじめとしたキー、スイッチ群であり、ユーザが生体情
報モニタ１００に指示や情報の入力を行うことを可能にする。なお、スイッチやキーの少
なくとも一部は、タッチディスプレイ１７０に設けられたタッチパネルと、制御部１４０
によるＧＵＩ表示とを組み合わせたソフトウェアスイッチとして実現されてもよい。また
、操作部１８０は外付けのキーやスイッチを含んでもよい。
【００２５】
　動きセンサ１８５は例えば加速度センサ、ジャイロなどであってよく、生体情報モニタ
１００の動きを表す信号を出力する。制御部１４０は、動きセンサ１８５の出力を、生体
情報モニタ１００が静止している状態（非搬送中）なのか、移動している状態（搬送中）
なのかを判別したり、動きの大きさを判別したりするために用いることができる。
【００２６】
　無線通信部１９０は、生体情報モニタ１００が外部装置、例えばセントラルモニタ装置
や、生体情報の計測を引き継ぐ別の生体情報計測装置に計測済みのデータや計測中に発生
したイベントに関する情報を送信するために用いられる。無線通信に用いるプロトコルに
特に制限は無く、例えばWi-Fi（ＩＥＥＥ８０２．１１ｘ）、Bluetooth（登録商標）、Ｉ
ｒＤＡ、ISO/IEC 18092などの近接無線通信（ＮＦＣ）プロトコルなどを用いることがで
きる。また、認証処理にＮＦＣを利用し、認証処理後の通信をBluetoothやWi-Fiで行うBl
uetooth／Wi-Fiハンドオーバのように、複数の通信方法を組み合わせてもよい。なお、無
線通信部１９０の代わりに（あるいは、無線通信部１９０に加えて）、同様の機能を実現
するための有線通信部を有してもよい。
【００２７】
　なお、図示した構成以外にも、メモリカードを取り扱うための構成（メモリカードスロ
ットなど）、プリンタ（レコーダ）などを有してもよい。また、生体情報モニタ１００は
電池駆動可能であるが、ドッキングステーション２００と接続されている状態では、外部
Ｉ／Ｆ１５０を通じてドッキングステーション２００から電源の供給を受けることができ
る。外部Ｉ／Ｆ１５０を通じて電源を供給されている場合、生体情報モニタ１００は外部
Ｉ／Ｆ１５０からの電源で動作し、また内蔵電池の充電を行う。
【００２８】
　このような構成を有する生体情報モニタ１００では、例えば操作部１８０を通じて電源
が投入されると、入力部１１０を通じて入力される生体信号に対する処理を開始する。具
体的には、前処理部１２０がＡ／Ｄ変換等を行って各種の生体信号を計測データとしてバ
ッファメモリ１３０に保存し始める。そして、制御部１４０は、バッファメモリ１３０に
保存された計測データについて、各種パラメータの算出処理、表示処理、評価処理や異常
判定処理などを開始する。また、制御部１４０は、バッファメモリ１３０から記憶部１９
５に計測データを転送したり、予め設定されたイベント発生時には、その時点における計
測データなど予め定められた情報をイベントと関連付けて記憶部１９５に保存したりする
。制御部１４０はさらに、計測された生体信号を解析して所定の様式のレポートを生成し
、要求に応じて表示させる。レポートには様々なものがあるが、生体信号の経時変化やイ
ベントの発生などを把握するのに役立つトレンド表示はレポートの代表例である。



(8) JP 2017-77344 A 2017.4.27

10

20

30

40

50

【００２９】
　ドッキングステーション２００は、生体情報モニタ１００の記憶部１９５に保存された
データを読み出し、セントラルモニタやサーバ装置のような、生体情報モニタ１００や患
者に関するデータを管理するための外部装置に送信するための機能を提供する外部装置で
ある。ドッキングステーション２００は、生体情報モニタ１００が計測状態で接続されて
いれば、計測データをリアルタイムで外部装置に出力する。
【００３０】
　外部Ｉ／Ｆ２２０は生体情報モニタ１００を接続するための通信インターフェースであ
る。また、外部Ｉ／Ｆ２００は、接続された生体情報モニタ１００に電源を供給するため
にも用いられる。したがって、ドッキングステーション２００は生体情報モニタ１００の
外部電源でもある。バッファメモリ２４０は外部Ｉ／Ｆ２２０を通じて受信した計測デー
タを一時的に保存するために用いられたり、制御部２１０のワークエリアとして用いられ
たりする。制御部２１０は例えば中央処理装置（ＣＰＵ）などのプログラマブルプロセッ
サとＲＡＭ、ＲＯＭを有し、ＲＯＭに記憶されたプログラムをＲＡＭにロードしてＣＰＵ
で実行することにより、ドッキングステーション２００の動作を制御して全体的な機能を
実現する。なお、ＲＯＭの少なくとも一部は書き換え可能であってよい。
【００３１】
　操作部２３０は電源スイッチをはじめとしたキー、スイッチ群である。生体情報モニタ
１００が接続されている場合、生体情報モニタ１００の操作部１８０の一部の機能を無効
とし、操作部２３０の操作を有効とすることができる。
　通信部２５０は病院内のネットワークに接続され、ネットワーク上の外部装置と通信す
るために用いられる。通信部２５０は有線通信部でも無線通信部でもよい。
　バス２６０はドッキングステーション２００の構成要素間を相互接続する。
【００３２】
　図２（ａ）は生体情報モニタ１００の外観例を示す斜視図であり、図１と同じ構成要素
には同じ参照数字を付してある。
　図２（ｃ）に示すように、ドッキングステーション２００には生体情報モニタ１００を
装着するための空間が設けられている。生体情報モニタ１００は、右側面下部に設けられ
た外部Ｉ／Ｆ１５０のコネクタを、ドッキングステーション２００の外部Ｉ／Ｆ２２０の
コネクタに直接嵌合させることによりドッキングステーション２００に装着することがで
きる。なお、不用意に生体情報モニタ１００が外れないよう、外部Ｉ／Ｆ２２０のコネク
タだけでなく、生体情報モニタ１００とドッキングステーション２００の筐体同士も嵌合
するように構成されている。図２（ｂ）は、生体情報モニタ１００をドッキングステーシ
ョン２００に接続した状態を示している。
【００３３】
　次に、本実施形態の生体情報モニタ１００の計測時の動作について、図３に示すフロー
チャートを用いて説明する。上述の通り、生体情報モニタ１００は、制御部１４０の制御
に従って患者の生体信号の計測を常時行い、計測値に基づく所定の情報をリアルタイムに
表示する（Ｓ１０）。
【００３４】
　図４（ａ）は本実施形態の生体情報モニタ１００の非搬送中モードにおけるタッチディ
スプレイ１７０の表示画面３００のレイアウト（第１のレイアウト）の例を示している。
第１のレイアウトは、ＩＤ、性別といった患者情報や、日時情報といった書誌的な情報を
表示する書誌情報領域３１０と、予め定めた生体信号の波形を表示する波形領域３２０と
、生体情報の計測値を表示する計測値領域３３０と、ユーザキーを表示するユーザキー領
域３４０とを有する。ユーザキーは、ボタン状の外観を有する選択可能な領域を複数有し
、各領域には所定の機能が割り当てられている。割り当てる機能はユーザが設定可能であ
り、いわゆるショートカットキーとして利用できる。
【００３５】
　制御部１４０は、Ｓ１０で計測動作および通常時の表示を行いながら、生体情報モニタ



(9) JP 2017-77344 A 2017.4.27

10

20

30

40

50

１００の状態が、移動している状態（搬送中）か、静止している状態（非搬送中）を監視
する（Ｓ１５）。制御部１４０は、搬送中であると判定された場合には処理をＳ２０へ、
搬送中でないと判定された場合には処理をＳ４０へ進める。
【００３６】
　なお、Ｓ１５における判定は、様々な情報に基づいて行うことができるが、搬送中か非
搬送中かの判定を生体情報モニタ１００（制御部１４０）が自動的に行う場合、本実施形
態では少なくとも生体情報モニタ１００が電池駆動されていることをもって、搬送中であ
ると判定するものとする。したがって、制御部１４０は、生体情報モニタ１００が外部か
ら供給される電源で駆動されていれば非搬送中、生体情報モニタ１００が内蔵電池で駆動
している場合には搬送中であると判定することができる。
【００３７】
　電池駆動されていることに加え、他の１つ以上の条件を満たした場合に生体情報モニタ
１００が搬送中であると判定するように構成してもよい。他の条件の例としては、以下の
条件がある。
・外部装置（ドッキングステーション２００や他の医療機器など）が外部Ｉ／Ｆ１５０に
接続されていないこと
・動きセンサ１８５の出力が予め定めた閾値を一定時間継続して超えていること
・計測された生体情報に含まれるノイズの増加など、生体情報から得られる情報が予め定
めた条件を満たすこと
　なお、搬送中か非搬送中かの判定にどのような条件を用いるかは、予め設定しておくこ
とができる。
【００３８】
　あるいは、制御部１４０はＳ１５において、操作部１８０を通じて、搬送中モードの設
定が指定されたか否かを判定し、搬送中モードの設定が指定されたと判定されれば搬送中
と判定し、搬送中モードの設定が指定されたと判定されなければ非搬送中と判定してもよ
い。このように、本実施形態では、生体情報モニタ１００が搬送中か否かを、ユーザが直
接指定することも可能にしている。これにより、例えば生体情報モニタ１００の搬送状態
を自動的に検出できなかった場合や、ユーザが希望する場合に、確実に、かつ容易に、生
体情報モニタ１００を搬送中モードで動作させることができる。ユーザの指定は、生体情
報モニタ１００による自動判定より優先されるため、ユーザの指定があれば、外部から供
給されている電源で駆動していても生体情報モニタ１００は搬送中モードで動作する。同
様に、操作部１８０を通じて、搬送中モードの解除（非搬送モードの設定）が指定された
場合も、生体情報モニタ１００による自動判定より優先される。
【００３９】
　生体情報モニタ１００が搬送中（移動中）であると判定された場合、制御部１４０はＳ
２０において、非搬送中から搬送中になったのか否かを判定する。そして、制御部１４０
は、非搬送中から搬送中になったと判定されれば処理をＳ３０へ進め、非搬送中から搬送
中になったと判定されなければ（継続して搬送中と判定されれば）処理をＳ１０へ戻す。
【００４０】
　Ｓ３０で制御部１４０は、生体情報モニタ１００に搬送中モードを設定する。具体的に
は、予め定められた動作が、非搬送中モードとは異なる動作となるように設定を変更する
。上述の通り、本実施形態の生体情報モニタ１００では、
（１）生体情報の表示内容
（２）生体情報の表示方法
（３）生体情報の表示輝度
（４）心電図信号に適用するフィルタのカットオフ周波数
（５）非観血血圧の測定時のカフの減圧速度
の１つ以上について、非搬送中モードと、搬送中モードとで異ならせるものとする。ただ
し、これらは単なる例示であり、他の項目に関して非搬送中モードと、搬送中モードとで
異ならせるように構成してもよい。
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【００４１】
　例えば、記憶部１９５に、非搬送中モード用の設定値群と、搬送中モード用の設定値群
とを予め記憶しておき、制御部１４０は記憶部１９５から設定値群を取得して反映させる
ことにより、動作モードを切り替えることができる。これらの設定値群は、ユーザがカス
タマイズすることを可能にしてもよい。
【００４２】
　一方、Ｓ１５で生体情報モニタ１００が搬送中と判定されなかった場合、Ｓ４０で制御
部１４０は、搬送中から非搬送中になったのか否かを判定する。そして、制御部１４０は
、搬送中から非搬送中になったと判定されれば処理をＳ５０へ進めて生体情報モニタ１０
０に非搬送中モードを設定し、搬送中から非搬送中になったと判定されなければ（継続し
て非搬送中と判定されれば）処理をＳ１０へ戻す。
【００４３】
　次に、搬送中モードと非搬送中モードとの動作の際に関して具体的に説明する。
　図４（ｂ）は本実施形態の生体情報モニタ１００の搬送中モードにおけるタッチディス
プレイ１７０の表示画面３００のレイアウト（第２のレイアウト）の例を示している。第
２のレイアウトは、第１のレイアウトと同様の領域３１０～３４０から構成されるが、波
形領域３２０’と計測値領域３３０’が、表示内容と表示方法において異なっている。
【００４４】
　具体的には、第２のレイアウトでは、波形領域３２０’については表示される波形の数
や長さの少なくとも一方が削減され、計測値領域３３０’については表示が大きくなる。
計測値領域３３０’については、表示項目数を削減しなくても、削減してもよい。図４（
ｂ）の例では、呼吸数の表示が削減され、計測値領域３３０’の拡大に寄与している。
【００４５】
　第２のレイアウトの目的は、搬送中に最小限必要な特定の生体情報についての視認性ま
たは判読性を、非搬送中モードよりも向上させることである。そのため、特定の生体情報
以外については必ずしも表示サイズを大きくしなくてもよい。また、表示サイズを大きく
する以外の方法で視認性または判読性を向上させてもよい。例えば背景色とのコントラス
トが大きくなる色に表示色を変更することができる。なお、この場合、変更前と同系色を
用いて表示することが好ましい。この種の装置では、表示色と計測値の種類とが関連づけ
されている場合があるからである。
【００４６】
　また、制御部１４０は、搬送中は環境、特に明るさの変化が大きくなりうることに鑑み
、搬送中モードにおいてはタッチディスプレイ１７０の表示輝度を増加させることができ
る。一般的に患者が長時間搬送される可能性は低く、この搬送に伴い生体情報モニタも長
時間電池で駆動する可能性は低いため、消費電力を節約するよりも、視認性の確保または
向上を優先させる。
【００４７】
　また、制御部１４０は、搬送中モードにおいて心電図信号に適用するフィルタのカット
オフ周波数を、非搬送中モードより高くすることができる。具体的には、フィルタの時定
数を小さくすればよい。搬送中は外来ノイズなどの影響により、心電図信号の基線が大き
く動揺する場合があるが、フィルタの時定数を小さくすることにより、基線動揺を抑制し
、基線の安定度を増すことができる。
【００４８】
　また、制御部１４０は、搬送中モードにおいて、非観血血圧の測定時のカフの減圧速度
を非搬送中モードより遅くすることができる。例えば、非搬送中モードでは１０ｍｍＨｇ
／秒、搬送中モードでは５ｍｍＨｇ／秒とすることができる。移動中の振動を考慮し、減
圧速度を遅くすることで、脈をより捉えやすくなり、確実に計測を行うことができる。な
お、非観血血圧の計測中に搬送中モードが設定される場合、一旦計測を終了し、再度搬送
中モードの設定に基づく計測を実行する。
【００４９】
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　なお、搬送中モードで動作中、例えば動きセンサ１８５の出力が一定時間継続して閾値
未満である場合など、生体情報モニタ１００の動きが少ないと判定される場合には、非観
血血圧における減圧速度を非搬送モードでの値に戻して計測時間を短縮してもよい。
【００５０】
　以上説明したように本実施形態によれば、可搬型の生体情報計測装置の動作を、装置が
搬送中と判定される場合と判定されない場合（あるいは、搬送中でないと判定される場合
）とで異ならせることができる。特に、動作モードとして、搬送中モードと非搬送中モー
ドとを有し、搬送中の動作に適した設定と、非搬送中の動作に適した設定とを動作モード
に関連付けることにより、動作モードを切り替えることで設定を一括して変更することが
できる。そのため、可搬型の生体情報計測装置の使い勝手を大幅に向上させることができ
る。また、搬送中モードでは搬送中に適した動作が実現できるため、計測精度の向上や、
重要な生体情報の変化の監視が容易になることが期待できる。特に、生体情報計測装置が
搬送中かどうかを自動的に判定する場合には、ユーザが明示的に動作モードを指定する必
要がないため、効果が一層大きくなる。
【００５１】
（他の実施形態）
　動きセンサ１８５の出力に代えて、あるいは加えて、ＧＰＳ受信機のような測位センサ
の出力や、無線通信部１９０で得られるアクセスポイントの情報を、生体情報モニタ１０
０が搬送中か否かの判定における条件に利用してもよい。
【００５２】
　本発明は、上述の実施形態に係る処理を、システム又は装置のコンピュータにおける１
つ以上のプロセッサによって実施させるプログラムとしても実現可能である。したがって
、このようなプログラムや、プログラムを記録したコンピュータ可読記録媒体もまた本発
明を構成する。また、上述の実施形態に係る処理を、ハードウェア（例えばＡＳＩＣやプ
ログラマブルロジックなど）を用いて実施することもできる。
【符号の説明】
【００５３】
１００…生体情報モニタ、１１０…入力部、１２０…前処理部、１３０…バッファメモリ
、１４０，２１０…制御部、１７０…表示部、１８０…操作部、２００…ドッキングステ
ーション
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